
 
第５期「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」 

第２回推進委員会 
       

                        日時 令和５年１２月２５日（月） 

                           午後 1 時 15 分～午後 2 時 45 分 

                        会場 教 育 研 究 所  研 修 ホ ー ル 

                            

 

【 次  第 】 
 

１ 開  会 

 

２ 報  告 

 

(１) 市立学校のいじめの現状について 

  

 (２) 市立学校のいじめ防止に向けた取組について 

 

３ 協  議 

  「いじめ重大事態への適切な対応について」 

    ～いじめ事案の深刻化を防ぐために～ 

 

 ４ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○いじめ防止対策推進法（抜粋） 
 （いじめ問題対策連絡協議会） 

 第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、

条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都

道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができ

る。 

2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策

連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域

内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対

策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものと

する。 

3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、

地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行

うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くこと

ができるものとする。 

○さいたま市いじめ防止対策推進条例（抜粋） 
平成 26 年 7 月 9 日 

条例第 47 号 

 (さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会) 

第 10 条 市教育委員会は、法第 14 条第 3 項の規定に基づき、いじめの防止

等のための対策を実効的に行うため、さいたま市いじめのない学校づくり推

進委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。 

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) いじめの防止等に関する調査研究 

(2) いじめの防止等に関する施策の企画、立案及び市教育委員会への提言 

(3) いじめの事案に関する調査(次号の調査を除く調査で委員会が調査する必

要があると市教育委員会が認めるものに限る。)及び市教育委員会へのその結

果の報告 

(4) 重大事態又はいじめ以外の事由により発生した重大事態に相当する事態

に係る事実関係を明確にするための調査(第 7 項において「重大事態等の調査」

という。)及び市教育委員会へのその結果の報告 



 

 

さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市いじめ防止対策推進条例（平成２６年さいたま市

条例第４７号。以下「条例」という。）第１０条第８項の規定に基づき、さいたま

市いじめのない学校づくり推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。  

３ 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

 

（会議） 

第３条 委員長は、委員会を招集し、その会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。  

４ 委員長は、必要があると認めるときには、学識経験者等の出席を求め、意見を

聴取することができる。 

 

（会議の公開） 

第４条 会議は、公開とする。ただし、出席委員の三分の二以上の多数で議決した

ときは、これを公開しないことができる。 

 

（会議の傍聴） 

第５条 会議の傍聴を希望する者は、会場で受付をし、係員の指示に従い会場に入

室するものとする。 

２ 傍聴の受付は先着順で行い、５人になり次第受付を終了するものとする。 



３ 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 ⑴ 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により、公然と可否を表明

しないこと。 

 ⑵ 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。 

 ⑶ 会場において、飲食及び喫煙をしないこと。 

 ⑷ 会場において、委員長の許可なく会議の模様を撮影し、又は録音等を行わな

いこと。 

⑸ その他、会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

４ 傍聴者が前項の規定を守らないときには、委員長は、これを制止し、その命令

に従わないときには、これを退場させることができる。 

 

（調査） 

第６条 市教育委員会は、条例第１０条第２項第３号及び第４号の調査を行う必要

があると認めるときは、委員会に調査を行わせ、その結果を市教育委員会に報告

させることができる。 

２ 委員は、前項の調査の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する等

調査の公平性又は中立性を損なうおそれがあると委員長が認めるときは、その調

査及び審議に加わることができない。 

 

（調査専門員） 

第７条 条例第１０条第７項の調査専門員（以下、「調査専門員」という。）は、当

該重大事態等の調査に必要な学識経験を有する者その他市教育委員会が適当であ

ると認める者で、当該重大事態等の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係

を有しないもののうちから市教育委員会が委嘱する。 

２ 調査専門員は、当該重大事態等の調査が終了した際、調査結果を市教育委員会

に報告するものとする。 

 

（守秘義務）  

第８条 委員及び調査専門員は、会議、調査等の活動によって知り得た情報につい

て秘密を厳守し、これを開示し、又は漏洩してはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 

（事務局） 



第９条 委員会の事務局は、市教育委員会事務局学校教育部に置く。 

（その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織や運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 報告 

（２）市立学校のいじめ防止に向けた取組に

ついて 

１ いじめの防止に係る主な取組 

⑴ 児童生徒の主体的な活動 
ア 「いじめ防止シンポジウム」 

(ｱ) 趣旨 
市内小・中・高等・中等教育・特別支援学校の児童生徒代表、大学生、教職員、

保護者、地域団体、関係行政機関が一堂に会し、市を挙げて、いじめを起こさせ
ない、見逃さない環境づくりについて考える。 

(ｲ) 開催日 令和５年８月２４日（木） ９：３０〜１１：３０ 
会  場 ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ 大ホール 

(ｳ) 開催方法 
      会場参集による開催 オンライン配信 

(ｴ) 内容 
     a いじめ防止に向けた取組の発表 

(a) 令和４年度全国いじめ防止サミット参加報告（大東小学校） 
(b) 令和５年度子ども会議議長団活動報告 

     b 武川教育委員による講演「Resilience〜最後まで諦めず、続ける力〜」 
     c パネルディスカッション 
     (a) 登壇者 教育長、武川教育委員、神坂市議会副議長、教職員代表、代表児

童生徒 
     (b) テーマ 「Resilience〜最後まで諦めず、続ける力〜」 

(ｵ) 会場参加者 約９００人 
(ｶ) 成果 

        ａ RaiBoC ホール、多くの参加者を募ることができ、市全体で「最後まで諦めず
に続けることの大切さ」について考える良い機会となった。 

        b 「いじめ防止シンポジウム」後にとったアンケートでは、『いじめ防止シンポ
ジウムに参加することで、いじめの問題について考えるよい機会となった。』と
いう質問項目において、そう思う 64％、どちらかと言えばそう思う 30％とい
う結果で肯定的な回答が 94％だった。また『いじめ防止シンポジウムに参加す
る前よりも、いじめ防止に向けて取り組んでいこうという気持ちが高まった。』
とい質問項目においても、そう思う 64％、どちらかと言えばそう思う 33％、
肯定的な回答が 97％という結果であった。 



 
イ 「さいたま市子ども会議」 

(ｱ) 開催日 令和５年８月４日（金） ９：３０〜１２：００ 
会  場  さいたま市立大宮国際中等教育学校 体育館アリーナ 

(ｲ) 目的 
      代表児童生徒が一堂に会し、各校の取組について情報共有し、振り返ることを

通して、いじめ防止に向けた話し合いを行う。 
    (ｳ) 参加者 
     a ブロック会議：市立各中学校区の代表児童生徒 

b 「さいたま市子ども会議」：市立各小・中・中等教育学校の代表児童生徒（１
名） 

(ｴ) 成果 
a 各校の取組について、成果を共有し、課題を１つでも解消するためにどんな

取組方が必要か、代表生徒同士で話し合うことができた。今年度は、「心を元
気にする４つの言葉をつくろう」について話し合った。 

        b 昨年度同様、子ども会議に小学生代表児童も参加し、児童生徒は活発な意見
交換を行っていた。 

c 「心を元気にする 4 つの言葉」を作成する過程を通し、いじめ防止に向けて
各校が一 歩踏み出すよい機会となった。 

⑵ 学校が実施する主な取組 
    ア 「いじめ撲滅強化月間」の取組（６月１日から６月３０日） 
   (ｱ) 校長等による講話 

(ｲ) 学校だよりやＰＴＡ広報誌による家庭や地域への広報活動 
(ｳ) 「簡易アンケート」等の実施 
(ｴ) 児童会・生徒会による、いじめ撲滅を目指したキャンペーン等の展開 

   (ｵ) いじめの未然防止に向けた学級担任等による指導 
  イ 「『潤いの時間』人間関係プログラム」の授業 
  ウ 道徳教育の充実 
 
２ いじめの早期発見に係る主な取組 

⑴ アンケート調査 

  ア 「心と生活のアンケート」（各学期１回、計３回） 
 イ 「簡易アンケート」 

   ※アンケートから、いじめの実態を把握する 
⑵ 「いじめに係る状況報告」 

  ア 毎月学校が教育委員会に「いじめの状況」と「学校の指導状況」について報告す
る 

※「調査中」、「指導中」、「見守り中」、「解消」のうち、どの段階にあるかを把握 



  イ 指導主事が内容を確認し、学校に指導・助言を行う 
⑶ 相談体制の充実（アセスメント） 

  ア スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、さわやか相談員等による
校内教育相談体制の充実 

  イ 市立６教育相談室の周知、電話相談   
ウ 「さいたま市２４時間子どもＳＯＳ窓口」の周知及びＳＮＳ相談 
エ さいたま市ＰＴＡ協議会、青少年育成さいたま市民会議との連携 

(4) 情報モラル教育（スマホ・タブレット安全教室 等） 
 
３ いじめの早期対応に係る取組 

⑴ 「児童生徒の心のサポート 手引き いじめに係る対応」に基づく対応 

⑵ 学校生活指導員（警察ＯＢ）の派遣 
⑶ さいたま市スクールロイヤーによる特別講義の実施 

     
４ いじめの防止等に係る教職員研修 

⑴ 校長研修会・教頭研修会 
⑵ いじめに係る生徒指導研修会 
⑶ 生徒指導主任研修会 
⑷ 生徒指導・教育相談体制研究発表会 
⑸ 法定研修（初任者研修） 
⑹ 希望研修（いじめ問題とその対応研修、臨任者対象の生徒指導講座） 
⑺ 校内研修（指導主事等・スクールロイヤーによる研修） 
⑻ 生徒指導に係る学校訪問 

 
５ 関係団体との連携状況 

⑴ さいたま市ＰＴＡ協議会 

  ア 「いじめ防止シンポジウム」に係る後援及び開催協力 
  イ 「親子支援プログラム」への協力依頼 

ウ 「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」委員 
エ 「いじめノックアウト・セミナー」への協力依頼  等 

⑵ 青少年育成さいたま市民会議 
（地域住民による青少年の心身の健やかな成長を図るための組織） 

  ア 「いじめ防止シンポジウム」に係る後援及び開催協力 
イ 「さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会」委員 等 

 
６ 令和６年度からの新たな取組について 

⑴ 「さいたま市ストップいじめ！子どもサミット」(案) 
ア 開催日等   



(ｱ) 期日 令和６年８月２日（金） 午後 
(ｲ) 大宮国際中等教育学校 各教室・体育館アリーナ 
(ｳ) 目的 

            児童生徒が、自校の「よりよい学校づくり」を一層推進させるために、他校
の多様な取組を「知り」、地域や家庭が、「いじめを起こさせない、見逃さない
環境」を整えるために、子どもたちの主体的な取組を「知る」こと 

    (ｴ) 参加者 
          ａ 市立各小・中・中等教育学校の代表児童生徒（２名） 

ｂ 保護者・関係団体・地域住民等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 協議 

「いじめ重大事態への適切な対応について」 

～いじめ事案の深刻化を防ぐために～ 


